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国民年金に加入しましょう
　国民年金は、日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の全ての人に、加入と保
険料の納付が義務付けられています。国民年金の加入者（被保険者）は、
下記の 3 種類です。

●納付期限までに納めましょう
　令和 4 年 4 月分から令和 5 年 3 月分までの保険料は、月額 16,590 円です。保険料の納付期限は、翌月末となっ
ています。未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がな
い場合は、延長金が課されるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられる場合があります。必ず、
納付期限までに納付をお願いします。

●保険料の免除・猶予制度
経済的な理由により納付困難な方、学生、出産予定の方は、免除・納付猶予の制度がありますので、お問い合
わせください。

●こんなときは届出を
　就職、退職、結婚などによって、加入する国民年金の種類が変わることがあります。次の場合は、14 日以内
の届け出が必要です。

▶第 1 号被保険者：自営業、学生など
▶第 2 号被保険者：会社員、公務員など
▶第 3 号被保険者：第 2 号被保険者に扶養されている配偶者

【国民年金のご相談・お手続きについて】
日本年金機構徳島南年金事務所　☎ 088-652-3114 ／役場住民生活課　☎ 77-3613
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Information - お知らせ -

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの 届け出先

会社を退職したとき
※�第 2 号被保険者である配偶者の

扶養になったときを除く

1）�マイナンバーカードまたは基礎年金番
号が確認できる書類（年金手帳※ 1 など）

2）�退職日が確認できる書類（退職証明書、
離職票、資格喪失証明書など） 住所地の市区役所、町村役

場の国民年金担当課

配偶者が退職したとき
※第 3 号被保険者に限る

収入の増加や離婚などにより、
配偶者の扶養から外れたとき
※第 3 号被保険者に限る

1）�マイナンバーカードまたは基礎年金番
号が確認できる書類（年金手帳※ 1 など）

2）�扶養から外れた日が確認できる書類（資
格喪失証明書など）

厚生年金保険に加入するとき 勤務先へ問い合わせてください 勤務先

結婚や収入の減少などにより、
配偶者の扶養になったとき
※配偶者が第 2 号被保険者の場合

配偶者の勤務先へ問い合わせてください
配偶者（第 2 号被保険者）
の勤務先配偶者の扶養となっている方が

20 歳になったとき
※配偶者が第 2 号被保険者の場合

※ 1：�年金手帳の交付は、再交付申請される方も含め 3 月 31 日（木）で終了し、4 月 1 日（金）以降は基礎年金番号通知書
が交付されます。

i
役場総務課☎ 77-3611

令和 4 年度当初予算決まる

「対話の町政」を基本姿勢として
町民が安心して生活できる

「夢と希望のあるまちづくり」に

109 億 8,711 万円

　美波町の令和 4 年度一般会計・特別会計予算が
美波町議会第 1 回定例会で決まりました。
　一般会計、特別会計の予算総額は 109 億 8,711
万円となります。このうち一般会計は、66 億 4,000
万円で、歳入・歳出の内訳は右のグラフのとおり
となっています。財源確保が非常に難しく、地方
交付税などの依存財源が 7 割以上を占めておりま
すが、まちづくりの基本方針に基づく諸施策を限ら
れた財源の効果的な配分により実施します。

「令和 4 年度美波町わかりやすい予算書」を
ホームページに掲載しました。また、役場
総務課窓口でも配布しております。

● 一般会計 66 億 4,000 万円

● 特別会計 31 億 3,651 万円
国民健康保険 9 億 422 万円

育英奨学金貸付 2,228 万円

赤河内財産区 878 万円

簡易水道事業 3,943 万円

漁業集落排水事業 1 億 765 万円

公共下水道事業 3 億 3,152 万円

介護保険事業 12 億 4,679 万円

国民健康保険診療所 2 億 9,842 万円

後期高齢者医療 1 億 7,742 万円

● 企業会計 12 億 1,060 万円
水道事業（事業費用支出） 2 億 8,218 万円

病院事業（事業費用支出） 9 億 2,842 万円

合計 109億8,711万円

令和 4 年度会計別当初予算

令和 4 年度  美波町一般会計当初予算（単位千円）

●歳入内訳

地方譲与税 62,191(0.93%)

利子割交付金 444(0.01%)

地方消費税交付金
140,315(2.11%)

環境性能割交付金
2,583(0.04%)

地方特例交付金
3,258(0.05%)

1,810,222
(27.26%)

4,829,778
(72.74%)

交通安全対策特別交付金
578(0.01%)

分担金及び負担金 33,582(0.51%)使用料及び手数料 80,813(1.22%)

国庫支出金 579,587(8.73%)

県支出金
260,022(3.92%)

財産収入
42,756(0.64%)

寄付金 7(0.01%)

繰越金
100,000(1.50%)

諸収入
72,155(1.09%)

歳入総額
6,640,0006,640,000

千円

町税
457,907(6.89%)

地方交付税
3,000,000
(45.18%)

繰入金
1,023,002
(15.41%)

町債

766,300

(11.54%)

配当割交付金 4,224(0.06%)

株式等譲渡所得割交付金
5,552(0.08%)

法人事業税交付金
4,724(0.07%)
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●歳出（目的別）

農林水産業費
316,968(4.77%)

商工費
110,572(1.66%)

災害復旧費
20,012(0.30%)

消防費
361,530
(5.44%)

諸支出金 11(0.01%)

議会費 65,510(0.99%)予備費 10,000(0.15%)

歳出総額
6,640,000

千円

総務費
1,017,952
(15.33%)

民生費
1,446,902
(21.79%)

衛生費
751,233
(11.32%)

教育費
751,950
(11.32%)

公債費
916,436
(13.80%)

土木費
870,924
(13.12%)

●歳出（性質別）

2,618,687
(39.43%)

890,881
(13.42%)

3,130,432
(47.15%)

維持修繕費
12,408(0.18%)

扶助費
400,727(6.03%)

普通建設事業費
870,475(13.11%)

災害復旧事業費
20,406(0.30%)

貸付金 1(0.01%)

投資及び出資金 0(0.00%)
予備費 10,000(0.15%)

積立金 11(0.01%)

歳出総額
6,640,0006,640,000
千円

人件費1,301,524
(19.60%)

繰出費

831,879

(12.53%)

物件費
1,217,631
(18.34%)

補助費等1,058,502(15.94%)

公債等
916,436
(13.80%)
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